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平成 26 年８月７日 

各  位 
会 社 名 株 式 会 社 フ ァ ル テ ッ ク
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 戸 井 田  和 彦

（コード番号：7215、東証第二部）
問 合 わ せ 先 取締役常務執行役員 加 藤  浩

TEL. 044-520-0290
 

合弁解消に伴う特定子会社の異動に関するお知らせ 

 
当社は、平成 26 年８月７日開催の取締役会において、当社の連結子会社である PT FALTEC Classic 

Automotive Manufacturing（特定子会社）の共同出資者である PT. Classic Prima Carpet Industries と

の合弁解消契約締結及び当該特定子会社の株式全てを譲渡することを決議致しましたので、下記のとおり

お知らせ致します。 
 

記 
 

１．異動の理由 
  当該特定子会社は、当社の主に北米向けカーペット製造拠点として、平成 16年２月 1日に PT. Classic 

Prima Carpet Industries との合弁契約により設立致しましたが、当社の北米地域における子会社

（FALTEC AMERICA, INC．）の新規工場立上げ等により当該特定子会社の新規受注が見込めないと

判断し、合弁契約の解消及び当社が保有する当該特定子会社の株式を全て譲渡することと致しました。 
 
２．異動する特定子会社の概要 
（１） 名 称 PT FALTEC Classic Automotive Manufacturing 

（２） 所 在 地 
Jl. Rungkut Industri Ⅱ /41, Surabaya, Jawa Timur, 
Indonesia 

（３） 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 President Director・長塚 堅二 

（４） 事 業 内 容 自動車用フロアカーペットの製造及び輸出 

（５） 資 本 金 2,400 千 US$ 

（６） 設 立 年 月 日 平成 16 年２月１日 

（７） 大 株 主 及 び 持 株 比 率 
当社（60.00%）、 

PT. Classic Prima Carpet Industries（40.00%） 

（８） 
当 社 と 当 該 会 社 

と の 間 の 関 係 

資 本 関 係

当社は当該会社議決権 14,400 個（総株主の

議決権の数に対する割合 60.00％）を所有し

ております。 

人 的 関 係
当社の従業員が当該会社の President 
Director として出向しております。 

取 引 関 係 当社は当該会社の製品を輸入しております。

関連当事者への

該 当 状 況

当該会社は当社の特定子会社に該当するた

め、当社の関連当事者に該当しております。

（９） 当該会社の最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態 

決算期 平成 23 年 12 月期 平成 24 年 12 月期 平成25年12月期

総 資 産 447 百万円 254 百万円 267 百万円

純 資 産 69 百万円 69 百万円 87 百万円

１ 株 当 た り 純 資 産 2,915.56 円 2,905.66 円 3,656.59 円

売 上 高 566 百万円 536 百万円 387 百万円

営 業 利 益 ( △ は 損 失 ) △32 百万円 11 百万円 60 百万円

経 常 利 益 ( △ は 損 失 ) △41 百万円 △3百万円 44 百万円

当 期 純 利 益 ( △ は 損 失 ） △43 百万円 △3百万円 23 百万円

１株当たり当期純利益(△は損失) △1,816.68 円 △139.04 円 979.60 円

１ 株 当 た り 配 当 金 －円 －円 －円
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３．株式譲渡の相手先の概要 
  株式譲渡の相手先の名称は契約上の秘密保持義務に基づき、開示を差し控えさせていただきますが、

当社と当該株式譲渡先との間には、人的関係、資本関係、取引関係及び関連当事者への該当はございま

せん。 
 
４．異動前後の所有株式の状況 
（１） 異動前の所有株式数 14,400 株 

（議決権の数 ：14,400 個） 

（議決権所有割合：60.00% ） 

（２） 譲渡株式数 14,400 株 

（議決権の数 ：14,400 個） 

（３） 異動後の所有株式数     - 株 

（議決権の数 ：     - 個） 

（議決権所有割合：   - % ） 

（４） 譲渡価額 株式譲渡代金：14,400 US$ 

 

（注）譲渡価額については、当該子会社の簿価純資産から事業撤退に伴い生じる資産廃却損等の損失を 
減額し算定した時価純資産に対し、持分比率を乗じた額を基準に算定しております。 

 
５．異動の日程 
（１） 取締役会決議日 平成 26 年８月７日 

（２） 株式譲渡実行日 平成 26 年９月中旬（予定） 

 
６．今後の見通し 
  平成 27 年３月期第１四半期において、上記の譲渡に伴う譲渡損失 53 百万円（譲渡株式の連結上の簿

価と譲渡価額の差額）及び事業撤退に伴い生じる従業員の退職金等の損失負担相当額 60 百万円を合算

した 113 百万円を事業撤退損として特別損失に計上しております。 
 

以   上 




